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帰宅時刻
登校時刻 7:30-7:45

・安全のために早く登校し

すぎないようにしてくださ
い 児童昇降口解錠7:25頃
・上記の時間は、校地内に
自家用車の乗り入れは禁止
です

下校時刻
４校時 13:35  ５校時14:25

６校時15:15

欠席連絡/電話対応

小学校1種 小学校1種 小学校1種

小学校1種 小学校1種 小学校1種 小学校1種 小学校1種

小学校1種 小学校1種 小学校1種 小学校1種 小学校1種 小学校1種

電話連絡の場合は

7:30-8:00

Googleフォーム
によるご連絡を
お願いします

☆電話対応時間☆

平日 7:30-17:45

登校・下校
４～10月/3月 17:00
11~2月 16:00

「いか」ついていかない
「の」 のらない
「お」 大声をだす
「す」 すぐ逃げる
「し」 知らせる

不審者にあったら、
まずは１１０番

服装・持ち物

●

●

※学習に必要ないもの
は持ってこない

(現金・カード・ まんが
色とりどりのカラーペン・
シャープペンシルなど）

●

校外での過ごし方

●学区外へは大人の人と行く
●大人のいないときは家の中
で遊ばない
●休みの日、昼食や夕食は
自分の家で食べる
●買い物以外の目的でお店へ
の出入りはしない

交通安全
●

自転車は乗りのめやす

☆１・２年：家のしきち内

☆３・４年：地区内

☆５・６年：学区内

●

☆飛び出しをしない
☆横断歩道では、一度止まっ
て左右を確認する

筆箱の中の持ち物
●鉛筆 ５～６本
シャープペンシル✕

●赤と青の鉛筆
３年生以上はペン〇

各色１本ずつ
●消しゴム
よく消える香りのしないもの

●15㎝程度のミニ定規
折りたたみみ式ではないもの
めもりがはっきりとしていて
透明なもの

●ネームペン(油性)
☆その他用具については学年だ
よりでお知らせいます

■はさみ ■のり ■探検バッグ
■絵具セット ■色鉛筆
■絵具セット
※1・2年生：クレヨン・粘土
算数セット・鍵盤ハーモニカ

※３年生以上：粘土(３・４年)
三角定規・コンパス・
リコーダー・習字セット
鍵盤ハーモニカ

学校に

置いておく学習用具

〇その他は学年だよりでお知らせ
します
〇持ち帰った用具の点検・補充を
お願いします

家庭学習/手引き参照

■毎日、宿題が出ます
学習習慣が身につくよう

取り組みます
〇つくえの上を整理する
〇テレビやゲームを消す

■学習時間のめやす
学年×10分+10分

〇タブレット端末を持ち帰
ることもあります
〇学習に使います
新聞閲覧 電子図書
調べ学習 電子ドリル など

確かな学力定着のために
●よりよい学習習慣を育成します。(学習規律の定着)
(時間を守る・次の学習の準備をする・下じきを使う・定規を使うなど)

●デスクマットにはネームカード以外をはさまず、机上には、必要な学習用
具のみを準備させ、学習に集中できる環境を作ります
●児童が学びに集中できるように、教室環境を整えます 特に、黒板の周り
の掲示物等には配慮していきます
●すべての児童が「わかる」「できる」授業を模索します そのために「黒
板のレイアウト」「色チョークの使い方」などを工夫していきます
●学習において「めあての確認」→「学び合い」→「振り返り」を原則とし
て、全校統一して取り組みます
●一人1台のタブレット端末でのロイロノートやデジタル教科書等を効果的
に活用して、学びの楽しさを実感できる授業の創造に努めます
※児童が、タブレット端末等の正しい使い方を身に付けられるように、学校
でも指導していきます
☆ご家庭においても、ノートやプリントに目を通していただければ幸いです

標準ノート
１年 ８→10→12マス
２年 15マス
３年 18マス
４年 10mm方眼
５年/６年 ５mm方眼
算数
１年 7マス→14マス
２年 17マス
３・４年 10mm方眼
４~６年 8mm方眼
社会・理科
３～６年 5または8ｍｍ方眼
漢字 学年だよりなどで確認

学校徴収金 教育・子育て相談 保健室から ＰＴＡ活動

学校運営協議会

マチコミメール

緊急連絡・引き渡し

学校ホームぺージ

日課表

■諸会費は口座引き落
としです

○集金計画は、年度当初に
お知らせします
○引落日５～12月、月に１
回、計８回です
○学習旅行・宿泊学習等の
際には、学年だよりで集金
についてお知らせします

【学校は児童虐待に対しての
通告義務があります】

法律に則り、虐待は早期発見し、
通告します

○お悩みはスクールカウンセラー
と相談できます
・来校日については、年度当初に
お知らせします
【子育て相談】
県中児童相談所 024-935-0611
市子ども総合支援センター
（ニコニコこども館）

024-924-2525

生活リズムが大切です

規則正しい生活習慣が、学力・
体力向上につながります
・教室での学習が困難な場合は、
お迎えをお願いしています
・緊急時には、保護者への連絡な
しに119番することがあります

けがをして病院にかかったら

・学校管理下(登校～下校)のけがは
「日本スポーツ振興センター」の
対象になります
・病院に行ったら担任または養護
教諭までお知らせください

保護者と教職員が協力し、本校教育の
振興・児童の健全育成を図ります

・会長、副会長、庶務、会計、方部
委員で構成しています
・学校行事では、保護者ボランティ
アを募ることがあります

地域とともにある学校づくり
を進めます

地域の方々、保護者、教員で
組織し、学校運営と必要な支援
について協議します

●児童１人につき保護者1人以
上の登録を
●兄弟姉妹は学級ごとに登録を

■緊急連絡は基本的に「マチコ
ミメール」で配信します
■以下の状況では、児童の安全
確保のため引き渡しを原則とし
ます
・天候不順・不審者事案
・災害・その他引き渡しが必要
と判断した場合

学校ホームぺージQRコード

児童の日々の学びの様子
をお伝えします
ご家庭でも、お子さんと

話題にしてください

登 校 たかせタイム １校時 ２校時 業 間 ３校時 ４校時 給 食 昼休み ５校時 ６校時朝の会

7:30-7:45          8:10 -8:20          8:20-8:30       8:30- 9:15     9:20- 10:05    10:05-10:20   10:25-11:10  11:15-12:00   12:00-12:45    12:50-13：05   13:05-13:20   13:25-14:10   14:10-14:25   14:25-15:10   

帰りの会

郡山市立学校教職員の勤務時間は８:１０～１６:４０です。本校は「学びの変革」と「働き方改革」を進め、
高瀬の子どもたちのために、ご家庭・地域の皆様とともに、より質の高い教育の推進に努めます。

清掃


